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訪問介護・通所介護サービス契約書 

 

 訪問介護・通所介護サービスを利用するにあたり、要介護認定を受けた利用者（以下「利用者」といい

ます。）と社会福祉法人 慈恵会（以下「事業者」といいます。）は、本契約を締結します。 

        

（契約の目的） 

第１条 事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅におい

てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、次に掲げるサービスを提供しま

す。 

(1) 訪問介護  （別紙サービス内容説明書 兼 重要事項説明書(1)-①） 

(2) 通所介護  （別紙サービス内容説明書 兼 重要事項説明書(3)-③） 

２ 利用者は、本契約において、上記のサービスを利用できるものとします。 

３ 事業者は、サービス提供にあたって、利用者の要介護状態に配慮すると共に、利用者の被保険者証

に記載された認定審査会意見に従って、各種サービスを提供します。 

 

（契約期間） 

第２条 この契約の有効期間は、契約締結日から要介護認定有効期間の満了日までとします。 

２ 契約期間の満了の１ヶ月前までに利用者から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は同じ

条件で更新されるものとします。 

３ 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間の満了日の翌日から更新

後の要介護認定有効期間の満了日までとします。 

４ 契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満

了日が更新された場合、更新後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。 

 

（居宅サービス計画変更） 

第３条 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、すみやかに担当の介護支援

専門員に連絡するなど必要な措置を講じます。 

 

（個別援助計画の作成・変更） 

第４条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、居宅サービス計画に沿って個

別援助計画を作成します。また介護支援専門員から個別援助計画の提出の求めがあった場合はそれ

に応じます。 

２ 事業者は、個別援助計画の作成及び変更にあたっては、その内容を利用者、利用者の後見人、利用

者の家族又は身元引受人（以下「利用者の家族等」といいます。）に説明し同意を得て、個別援助計画

を交付します。 

３ 事業者は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、個別援助計画の目標を設

定し、同計画に基づき各種サービスを提供します。 

４ 事業者は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、前項を踏まえその変更
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が居宅サービス計画の内容に沿ったものであるか、必要に応じて介護支援専門員に相談し、個別援

助計画の変更などを行います。 

 

 （サービスの内容） 

第５条 事業者は、利用者に対し作成された個別援助計画に基づき、重要事項説明書に記載の各種サ

ービスを提供します。 

２ 事業者は、個別援助計画が作成されるまでの間は、利用者がその有する能力に応じて自立した生活

を送られるよう配慮し、適切な各種サービスを提供します。 

   

（利用料の受領） 

第６条 事業者は、各種介護保険給付サービス及び各種介護保険給付外サービスを提供した場合は、

利用者から重要事項説明書の記載に基づき利用料等の支払いを受けます。 

２ 事業者は、その提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、そのサ

ービス内容及び利用料を説明し、利用者の同意を得るものとします。 

３ 事業者は、利用者が事業者に支払うべきサービスに要した費用について、利用者が介護サービス費

として市町村から支給を受ける額の限度において、利用者にかわって市町村から支払いを受けます。

（以下、「法定代理受領サービス」といいます。） 

４ 事業者は利用者がサービスの利用をキャンセルするときは、重要事項説明書に記載のキャンセル料

を請求できるものとします。 

５ 事業者は利用者に対し、月末締め翌月１５日以降に利用料などの請求をします。請求書には利用者

が利用したサービス種類ごとに、利用回数、利用単位の内訳、介護保険適用の有無等を明示します。 

６ 事業者は利用者から翌月２７日までに当月の利用料等の支払いを受けます。 

７ 事業者は、利用者から利用料などの支払いを受けた後、利用者に対して領収書を発行します。 

 

（保険給付請求のための証明書の交付） 

第７条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護保険給付サービスを提供した場合において、

利用者から利用料の支払いを受けたときには、利用者に対してサービス提供証明書を交付します。 

２ サービス提供証明書には、事業者が提供したサービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載しま

す。 

 

（利用料の滞納） 

第８条 利用者が、正当な理由なく事業者に支払うべき利用料の自己負担分を１ヶ月以上滞納した場合

には、事業者は利用者に対し、１ヶ月以上の猶予期間を定めて支払いを催促し、期間内にその支払い

がない場合には、この契約を解除する旨の催告や法的措置を講ずることができます。 

２ 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が前項の期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、

文書をもってこの契約を解除することができます。 

 

 

 



 

 

                                           2024.4.1 改訂 

(身元引受人) 

第９条 身元引受人は、次の各号の責任を負います。 

(1) 利用者が疾病などにより医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力す

ること 

(2) 利用料等の支払いが遅滞した場合、極度額２００万円の範囲内で連帯して支払うこと 

 

(金銭等の管理) 

第１０条 利用者個人が管理する金銭、貴金属等が紛失した場合は、責任を負いません。 

 

（利用者の解除権） 

第１１条 利用者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解除を申し入れることができます。この場合に

は、１ヶ月以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日にこの契約は解除されます。 

 

（事業者の解除権） 

第１２条 事業者は、利用者が法令違反又はモラルハラスメントと認められる行為など各種サービス提供

を阻害する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス

利用契約の目的を達することが困難になったときは、１ヶ月以上の予告期間をもってこの契約を解除

することができます。 

２ 事業者は、前項によりこの契約を解除する場合には、この各種サービス提供を調整した居宅介護支

援事業所や、利用者が住所を有する市町村と協議し、必要な措置を講じます。 

 

（契約の終了） 

第１３条 次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了します。 

(1)  利用者が死亡した場合 

(2) 第２条の規定に基づき契約期間満了日の 1 ヶ月前までに利用者から更新拒絶の申し出があり、

かつ、契約期間が満了した場合 

(3) 利用者が第１０条の規定に基づき契約の解除を通告し、予告期間が満了した場合 

(4) 事業者が第８条又は第１１条の規定に基づき、契約の解除を通告し、予告期間が満了した場合 

(5) 利用者の要介護状態区分が要支援又は非該当と認定された場合 

 

（身体拘束・虐待の禁止） 

第１４条 事業者は、原則として身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行ないません。ただ

し、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合はこの限りでは

ありません。行動を制限する場合は、社会福祉法人慈恵会 身体拘束廃止マニュアルに基づき、利用

者、利用者の家族等に十分な説明を行い同意を得るとともに、その態様及び期間、その際の利用者

の心身の状況並びにやむを得ない理由及び経過について記録します。 

２ 事業者は、社会福祉法人慈恵会 虐待防止マニュアルに基づき、従業者への教育を徹底するととも

に、いかなる場合においても利用者に対する虐待行為は行いません。 
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（秘密の保持） 

第１５条 事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者、利用者の家族等の秘密を

洩らしません。 

２ 事業者は、事業者の従業者が退職後、在職中に知り得た利用者、利用者の家族等の秘密を洩らす

ことがないよう必要な措置を講じます。 

３ 事業者は、県及び市町村、他の居宅サービスの事業所その他の保健医療サービス及び福祉サービ

スを提供する者に対して、利用者、利用者の家族等に関する情報提供の必要がある場合には、必要

な情報を提供します。 

 

（個人情報の管理） 

第１６条 事業者は、社会福祉法人慈恵会 個人情報管理規程に基づき、利用者、利用者の家族等の

個人情報を厳正に取扱います。 

２ 利用者、利用者の家族等は、施設管理者の許可なく、施設内外での写真・動画を撮影することについ 

て、個人のプライバシーや肖像権を侵害する恐れがあるため、原則禁止とする。 

 

（相談・苦情等への対応） 

第１７条 利用者、利用者の家族等は、事業者が提供するサービス等に相談や苦情がある場合、いつで

も重要事項説明書に記載の苦情受付窓口に問合せ及び苦情を申し立てることができます。その場合、

事業者は社会福祉法人慈恵会 苦情対応マニュアルに基づき、すみやかに事実関係を調査するなど、

迅速かつ適切に対応し、サービスの改善及び向上に努めます。 

２ 事業者は、利用者、利用者の家族等から相談及び苦情申し立てがなされたことをもって、利用者、利

用者の家族等に対して不利益、差別的な扱いをしません。 

３ 事業者は、提供したサービスに関して、県及び市町村等からの質問・照会・文書の提供の求めに応じ、

苦情に関する調査に協力します。なお、県及び市町村等からの指導又は助言を得た場合は、それに

従い必要な改善を行います。 

 

（事故発生時の対応及び損害賠償） 

第１８条 事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事故が発生した場合は、社会福祉法

人慈恵会 リスクマネジメントマニュアルに基づき、利用者の家族等にすみやかに報告し、必要な措置

を講じます。 

２ 事業者は、サービス提供にあたって故意又は過失により、利用者に与えた損害に対し責任を負いま

す。その損害賠償内容については、双方協議の上これを定めます。ただし、利用者に故意又は過失が

認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を勘案して相当と認められる場合には、損害賠償額を

減ずることができるものとします。 

３ 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各

号に該当する場合には損害賠償責任を負いません。 

(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、

又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

(2) 利用者が、サービスの提供のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、
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又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

(3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者が提供したサービスを原因としない事由に専ら起因して

損害が発生した場合 

(4) 利用者が、事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した

場合 

４ 利用者の故意又は過失により、施設、職員などに生じた損害については、利用者又は身元引受人に

その責任を負担して頂きます。その場合の賠償内容については双方協議の上でこれを定めます。 

 

  （衛生管理等） 

第１９条 

１ 事業者は、サービスに使用する備品・器具等の清潔保持に努め、定期的に消毒を実施すると 

ともに、常に衛生管理及び感染症発生時における事業継続計画に基づく対策を講じます。 

２ 事業者は、従業者の衛生管理及び感染症、その他の必要な知識及び技術の取得に努めます。 

３ 事業者は、利用者、利用者の家族等に事業所の清潔、整頓、その他の環境衛生の保持のための 

協力を求めます。 

 

（サービス記録） 

第２０条 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から社会福

祉法人慈恵会 定款施行細則に定める期間において保存します。 

２ 利用者、利用者の家族等は、事業者に対し、前項の記録の閲覧・複写を求めることができます。それ

に対し、事業者は、社会福祉法人慈恵会 個人情報管理規程に基づき対応します。なお複写の場合、

事業者は実費相当額を請求者に請求することができます。 

 

（緊急時等の対応） 

第２１条 事業者は、利用者の急激な体調の変化又は怪我等により、緊急に診察・治療が必要となった

場合、社会福祉法人慈恵会 リスクマネジメントマニュアルに基づき、利用者の主治医又は事業所が

契約している協力医療機関において、すみやかに必要な治療等が受けられるよう措置を講じ利用者

の家族等へ連絡をします。 

 

（非常災害時の対応） 

第２２条 事業者は、サービスの提供中に天災その他の災害等の事態が生じた場合、事業所が定める

防災計画及び事業継続計画に基づき、利用者の避難など安全を確保するための必要かつ適切な措

置を講じます。 

２ 事業者は、非常災害時の具体的な対応方法、避難経路及び関係機関との連携等を随時確認します。 

３ 事業者は、非常災害時の対応に備え、定期的に防災訓練を行います。 

 

（契約に定めのない事項） 

第２３条 本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、介護保険法その他諸法令の定めると

ころに従い、利用者、利用者の家族等との協議の上、誠意をもって解決するものとします。 
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本契約を証するため、利用者及び事業者は署名又は記名押印のうえ、本契約書を２通作成し、それ

ぞれ１通ずつ保有します。 

 

令和     年     月     日 

 

≪ 利用者 ≫ 

 私は、以上の契約の内容について説明を受け、その内容を理解し、本契約を申込みます。 

 

住所                                    

 

氏名                   印 

 

電話番号       （       ）  

 

≪ 署名代行者 ≫ 

   下記の理由により、利用者の意思を確認した上、上記署名を代行しました。 

 

 ＜署名代行理由：                          ＞ 

 

住所                                   

 

氏名                   印 

 

利用者との関係                  

 

電話番号       （       ）  

 

≪ 身元引受人 ≫  

   私は、以上の契約につき説明を受け、身元引受人の責任について理解しました。 

      

住所                                   

 

氏名                   印 

 

利用者との関係                  

 

電話番号       （       ）  
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≪ 後見人等 ≫  

   私は、以上の契約につき説明を受け、後見人等の責任について理解しました。 

      

住所                                   

 

氏名                   印 

 

利用者との関係                  

 

電話番号       （       ）  

 

≪ 事業者 ≫ 

 当事業者は、利用者の申込みを受け、本契約に定める義務を誠実に履行します。 

 

所 在 地  〒 ５０５ －００１１ 

      岐阜県美濃加茂市下米田町東栃井８１－２ 

 

名  称  社会福祉法人 慈恵会 

      代表者   理事長  山 田  実 貴 人   印 

 

 


